
介護分野での夜勤実態調査の意義

日本医労連は、介護施設の職員配置の水準引き上
げや夜勤労働の改善、とりわけ１人夜勤の禁止を求
めてきました。しかし、厚生労働省は水準の引き上
げや１人夜勤の禁止について「事業所の負担になる」
として、応じる構えを見せてはいません。介護施設
の夜勤実態には多くの問題が指摘され、これまでさ
まざまな事件・事故も起きていますが、介護施設の
夜勤実態を把握するデータに乏しいという実情があ
りました。
今回、日本医労連として介護単独の夜勤実態調査
を行ったことは、日本医労連における介護分野の運
動の前進にとって重要な取り組みであると同時に、
これまで皆無だった介護施設の夜勤の実態を明らか
にし、さまざまな問題の裏付けとなる資料としても
貴重な調査になりました。

介護施設での夜勤規制の強化が必要

介護施設での夜勤体制は２交替制が主流となって
いることは周知の事実となっていますが、今回の調
査でも回答施設の約９３％が２交替制を実施している
ことが明らかになり、事実を裏付ける結果となりま
した。同時期に行われた医療施設の夜勤実態調査の
結果では、２交替制を実施している施設の割合は
１３．２％、２交替制と３交替制の混合施設と合わせて
も４９．０％となっており、介護施設における夜勤の規
制の取り組みを強める必要性をあらためて示してい
ます。
グループホーム等で１人夜勤が可能になっている

ことや職員：利用者が１：２０～３０となっているな
ど、夜勤者にとって過重な状況になっている事につ
いての問題はこれまでも指摘してきたところです
が、今回の調査を通じて、介護施設における夜勤職
員の配置が実態に合っていないということがあらた
めて明らかになっています。老人保健施設の夜勤配
置は「２人以上」という要件があるのみで、利用者
の人数や施設の構造などを考慮した基準になってい
ないため、同じ規模の施設でも夜勤職員の配置に違
いが生じているという実態が明らかになっていま
す。また、介護施設では施設内で対応できない救急
が発生した場合には夜勤職員が救急車に同乗しなけ
ればならないケースもあり、残された夜勤者にとっ
ては精神的にも肉体的にも過酷な状況となります。
２交替制という夜勤体制そのものが厳しい状況の中
で、実態に合った夜勤配置を求めていく必要があり
ます。

真の「地域包括ケアシステム」構築を

政府は団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を見
据え、地域包括ケアシステムの構築をすすめていま
す。表向きの説明とは裏腹に、具体的に進められて
いる中身は「給付の重点化と運営の効率化」と称し
た給付抑制に他なりません。
２４時間３６５日、切れ目なく『医療』『介護』を提
供できる体制にしていくためには、介護労働者が専
門性を発揮しうる労働環境の整備が必要不可欠とな
ります。安全・安心の介護を実現するためにも、介
護の現場から実態を挙げて、真の「地域包括ケアシ
ステム」を構築していきましょう。

２０１３年介護施設夜勤実態調査にあたって
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２交代制導入がさらに進むおそれ

限界をこえた労働力不足が依然として続き、その
結果、介護労働者の本来の役割が果たせないばかり
か、健康破壊と働き甲斐を喪失してきている状況が、
またしても明らかになりました。
現状でいくと今後、３交代制よりは「勤務と勤務
の間隔を長くとれる」「１日の勤務が過酷でも休み
がゆっくりとれる」という妥協的解決によって、２
交代制導入はますます進むのではないかと危惧され
ます。他方で、２交代制における勤務帯前後の（勤
務帯、申し送りのありかたによって異なります）残
業時間の増加は顕著になってきています。

人員配置基準にみるごまかし

いうまでもなく、人員配置基準は２４時間、要介護
者１人に、最低、介護労働者が何人つくべきかを定
めたものではありません。勤務形態、雇用形態にか
かわらず単純に利用者数と介護職員総数を割り算し
帳尻を合わせています。言い換えれば、労働者に１
日８時間労働を保障する基準ではないのです。
基本的に、２４時間ケアを保障する職員数、少なく
とも利用者２対１の介護職員の数・基準が求められ

ています。しかし、現実に人が足りない、募集して
も来ないという現状の中で、現場の労働者は悩み、
模索し、その日その日をこなしてきています。いわ
ば、２交代にゆくも地獄、３交代にするのも地獄と
いった状況です。
たとえば、１３人の職員定数、２交代制は深夜入り

が２人、深夜明けが２人、日勤が７人、休みが２人
だとすると、３交代制は、準夜２人、深夜２人、深
夜明けが２人、休み２人で日勤は５人になってしま
います。その分、負担は日勤に行きますし、その分、
夜勤者にも負担が課せられていきます。家でゆっく
りとすごすこともできず、あわただしい勤務になる
ことを嫌い１６時間以上の過酷な勤務を、意に反して
選択せざるを得ない若い介護職員が増えているので
す。

介護報酬が絶対的に足りない

２交代、３交代ともに共通していることは、人が、
そして、介護報酬が絶対的に足りないということな
のです。それは結局、職員、要介護者ないし家族と
のコミュニケーション・協同という関係性が希薄に
なっていくという結果を一部で生じています。本来、
要介護者の要求は、一見「クレーム」に思えても、
それは、介護労働のあり方を要介護者・家族と共に
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見直す契機となるものです。しかし、介護労働者の
非人間的で過酷な労働条件は、そうした前向きな問
題解決のありかたを希薄にしていきがちなのです。

深刻な夜勤の実態

調査では、調査施設の９割以上の施設が２交代勤
務であり、しかも、７割近くの回答が「１６時間以上」
となっています。夜勤加算をとっている事業所は２
交代による夜勤を１０回以上も実施している実態があ
ります（準夜・深夜を継続しているということは２０
回夜勤を行ったことになります）。夜勤では、１人
平均１７～２０人の利用者を担当している結果となって
いますが、現実はもっと多いのではないかと推測し
ています。常に配置された職員が常駐しているわけ
ではないからです。利用者が重度化していく一方、
人員が増えない、夜勤中の仮眠を取ることも十分で
きず、他の職員の休憩時や処置等で忙しくなる朝方
には、疲労がピークに達していると思われます。思
考力も衰え、緊張感はピークに達し、ミスもしやす
くなります。
介護労働者の健康をむしばみ、注意力や判断力の
低下を来して安全を脅かすという構図が旧態依然と
して続いているのです。今や、先進国において１６時
間勤務など考えられない状況ですが、我々のおかれ
ている状況は逆行しているのです。なお、夜勤協定
が調査施設の３分の１にあたる施設で結ばれていな
いという驚くべき結果も出ています。

「結婚して子育てしながら働きたい」

労働過重と健康状態の悪化、達成感の低下といっ
た実態はますます深刻になってきています。これま
で幾度も指摘されてきた母性保護については、妊娠
経験者のうち、いまだに少なくない労働者が切迫流
産を経験しています。人材確保と定着・就業継続支
援が叫ばれて久しいですが、実際にはかけ声倒れで
あると思っているのは私だけでしょうか。
仲間の声も切実です。「もっとゆとりをもって働

けるようにしてほしい」という願いです。「結婚し
て子育てをしながらでも十分働ける環境を作ってほ
しい」「女性の多い職場でもある。女性は仕事もし、
家庭の事もしないといけない。また、家族の支えも
あって仕事もやっている。心おだやかに、仕事も家
の事もできるように環境を整えてほしい」「きつい
仕事ではなく、やりがいのある仕事として誇りと職
場の楽しさを取り戻したい」「利用者とゆっくり話
を聞いたりする時間がほしい」等です。
問題の基本は介護における人員、その基準と介護

報酬の低さです。とにかくスタッフの人数が足りま
せんし、募集してもなかなか集まりません。人員が
足りないうえに、非常勤が大半を占めます。チーム
ケアそのものが困難です。パートで補充しているの
で、夜勤ができなかったり、残業できなかったりと
いう状況になります。

今後の運動における課題

さて、問題は今後の運動の方向性でしょう。この
点については医労連の方針がありますので特に述べ
る立場ではありません。ただ、私なりに以下では非
正規雇用の問題について言及しておきたいと思いま
す。今、まさに問われている、とりわけ介護労働の
分野において重点課題だと思うからです。
すなわち、非正規雇用を中核とした雇用形態のも

とで人も育たず、入りもしない。夜勤どころか、介
護職としての専門性も育たない。その根源は介護保
険制度にあるのですが、その本質の上に非正規雇用
への労働組合運動のあり方が単に一般的方針にとど
まらず、もっと意識的に取り組んでいかなければい
けないのではないかと思っています。換言すれば、
夜勤をはじめ労働条件を改善していくための仲間の
結集が進まないということです。組合ということに
なるとなおさらです。仲間の結集が進まないという
ことで私たちは話し合ってきました。いくつかの指
摘があります。
第１に、過労による健康破壊です。「集会参加ど

ころではない」という声をよく耳にします。たまの
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休みは身体を休めることに徹するわけです。その私
生活は人間的文化というより体力をいかに温存する
かで精いっぱいといえましょう。「休暇がまともに
とれない、無償で出勤することがある」「家族との
ふれあいがなくなった」「こなしてもこなしても業
務に追われ、時間に追われ、次の仕事のことが頭か
ら離れない」「時間ばかり気になる。細かな変化を
観察する余裕がない」「注意力が低下していく」「笑
顔が出なくなった」。こうした声が珍しくなくなっ
ています。
とりわけ、介護福祉労働者の過重負担によるスト
レスから生じる多様な症状が広がってきています。
具体的には、「めまいがする」「人と話をするのが
おっくう」「動悸、吐き気がする」「胃痛が頻繁に
ある」「疲れがとれず、朝、起きられない」等であ
り、過度の疲労、ストレスはタバコ、飲酒、睡眠薬
等への依存を強め、それは介護福祉労働者の身体を
蝕んでいます。しかし、問題は単に肉体的疲労によ
るものだけではないのです。

競争原理による「部分労働」化

すなわち、第２に、考える余力も与えない介護労
働時間の積み重ねと、それに拍車をかけ、競争原理
が強化されてきていることです。仲間の多くは、細
切れの介護報酬をいかに効率よく組み合わせ、こな
していくかで追われています。市場原理、競争原理
に規定された部分労働、過重労働に従事している結
果、一部の介護福祉労働者は個々の労働のつながり
を見ようとする全体性の視点を失いがちになってき
ています。
自分が担う労働が部分労働へと偏重していく、自
分がやったという実感も希薄になっていく、駆け足
でやらないと仕事は終わらない、「とにかく自分の
ところだけきちんとやればよい」という全体から切
り離された個々の目的設定による実践が主流になろ
うとしています。介護記録というより介護報酬請求
のための実績入力に追われる。総じて、人なくして
は成立しない介護の人そのものを競争に追い込むと

いう、きわめて矛盾した打開策によってしか乗り越
えることができない市場原理の問題点が露骨に現れ
てきています。

「働きがい」を奪う介護保険の仕組み

第３に、上記を働きがいという視点から検討すれ
ば、介護の目的や方法が介護保険原理によって他律
的に設定されているということです。介護福祉労働
者にとって主体的に介護計画を立案し、働きかける
ことによる成果、その喜びを奪われることであり、
それに近づく過程にともなうやりがいが奪われるこ
とです。介護計画が達成されたとしても心からの達
成感というより、やり遂げた安心感が主でしょう。
ある場合、利用者の人格を傷つけてしまうことがあ
る。そうした人材を無責任に現場に向かわせている
政府の責任が問われてしかるべきでしょう。しかし、
最も傷つくのは要介護者です。ある場合、生命を脅
かすこともあるのです。

「頑張りたくとも」……

さて、介護福祉という仕事を辞めたくなるのは仕
事がきついということもあります。しかし、それだ
けだったら頑張ってきたし、今に始まったことでは
ありません。頑張りたくても何のための介護福祉労
働者なのか、自分に何ができるのかがますます見え
なくなっていくからなのです。何をどう介護するか、
その目的を立案する、共有する。職員・要介護者の
いいところを発見しあい、生かしあう。そのことに
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よってなによりも要介護者に微笑みがよみがえる。
こうした労働の原点が根こそぎ奪われようとしてい
ます。そのための研修やコミュニケーションが切り
捨てられ、政策側に都合の良い人材が競争的に育成
されていこうとしています。

介護労働者は非正規雇用の典型

まとめていきましょう。介護労働者はその性別お
よび労働者数と雇用形態の特徴から見て、非正規雇
用の問題が集中的に現れています。女性に限らず、
外国人、高齢者、若者など相対的過剰人口のプール
となっています。その労働は不払い労働（移動、記
録、協議等）、労働強化（時間に縛られた過密労働、
ストレスの増大等）、労働時間の外延的拡大（残業、
休日出勤、自宅への電話等）が深刻化した不安定就
労の典型といえましょう。そして、少しでも良い労
働市場を求めて流動化する介護福祉労働者間の競争
は結果として介護福祉労働者の低賃金市場を拡大さ
せてきています。

介護労働者の組織化が急務

わたしたちは、次のような思いを強く訴え続けて
きました。非正規雇用をめぐる問題は、今や、特定
の人々の問題ではなく、圧倒的多くの労働者が共有
する社会問題になっています。この社会問題を打開
していく運動において、介護労働者の組織化が大き
な規定要因になっていることです。
労働組合がさまざまな運動課題をこなしていく大
変さはわかります。しかし、現在の介護報酬のもと
で人が来ない、絶対的に足りない、圧倒的多数の非
正規雇用でその場をしのいでゆく、その結果がどう
であったか、夜勤者が足りない、夜勤をこなしてい
く専門性をもった介護労働者が量・質ともに育たな
いという、この対応のありかたとその結果を、もっ
と真正面から議論していく必要があるのではないで
しょうか。
不安定就労の増大は、結果として、夜勤をはじめ

とした介護労働力の量・質における絶対的不足を生
じさせるだけでなく、その社会問題を解消していく
ための主体的条件である労働組合が育たないという
状態を生んでいます。
平成２３年６月３０日現在における単一労働組合の労
働組合数は２万６，０５２組合、労働組合員数は９９６万
１，０００人で、前年に比べて、労働組合数は３１５組合の
減（１．２％減）、労働組合員数は９万３，０００人の減
（０．９％減）となりました。女性の労働組合員数は
２９５万８，０００人で、前年に比べ６，０００人の減（０．２％減）
となりました。（「平成２３年度労働組合基礎調査」）。
非正規職員と正規職員のすれ違い、組合への不信な
ど、矛盾がさまざまな形で表れてきています。
非正規労働者の声は深刻です。「あまりの低賃金

で組合費が払えない」「病気になるのも酷暑のなか
で働くのも、生身の人間だから正規も非正規も一緒、
なのに１０年続けて１円の時給アップもない」「有給
休暇が保証されない」「非正規の研修がほとんどな
い」「『パートさん早く帰れていいね』などと正規
職員から言われる」「利用者が入院すると、たちま
ちその月の赤字が心配になる」などです。こうした
矛盾が運動面でも生活面でも集中的にあらわれ犠牲
を強いられた典型が、実は介護労働者なのです。

政策的な要因にも注目を

介護報酬とともに、仲間の結集が進まない政策的
要因を見失ってはならないと思います。日本の労働
者はわずかな基幹部分を日本に残して、主流は外国
に移っています。日本では、すでに２０１０年に完全失
業者が３５６万人にのぼり（総務省統計局「労働力調
査」）同時に、この数に近い数字が海外の日本系企
業の雇用労働者数となっているのです。多国籍企業
の経営戦略に都合の良いように、国内において非正
規雇用が徹底的に活用され、多国籍企業は空前の利
益を上げてきています。
私は、労働組合運動における介護労働者の組織化

の社会的意義をいま一度、議論していきたいと思っ
ています。
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介護施設に多い２交替夜勤

まず私が注目したのは、介護施設における介護職
員の夜勤形態はほとんどの施設で「２交替制」であ
ることが明らかとなったという調査結果だ（図１）。
ところで、夜勤形態に関する調査研究は、介護職
員よりも看護職の方が、実態調査もその改善策にお
いても先行している。そこで日本看護協会の調査に
よると、病院で働く看護師の夜勤形態は３交替制が
主流でありつつも、２交替制が増加しているという
実態報告がなされている。日本看護協会の調査によ
ると、２交替制の看護師の割合は２００１年に１８．０％で
あったが、２００９年には２９．４％と１１．４ポイントの上昇
となっているという。ということは、「介護職員の
２交替制は看護職の２交替制が増加していることと
同じことなのか」と言えば、それが早合点であるこ
とは明らかである。

看護師で２交替制が増えている背景には、病院経
営の中でのコスト圧縮ばかりでなく、３交替制によ
る無理なシフトが常態化していることも指摘されて
いる。そのような中、日本看護協会は２０１１年５月に
「２交替勤務者の離職意向は３交替勤務者より高い」
との調査結果を示し、就労継続のため、夜勤の長時
間労働の是正を目指す姿勢を鮮明にしている。
一方、介護職員に関しての勤務形態の実態と離職

意向の関連性を中心とした先行研究は残念ながら存
在しない。また、介護施設における介護職員の勤務
形態（２交替制と３交替制）を比較した職務疲労度
・職務満足度・夜勤後の休息満足度等に関する先行
研究も残念ながらないという現状だ。一方、看護師
の場合においては先行研究が非常に充実しており、
改善策を打ち出すための根拠が豊富である。
つまり、介護職員における勤務形態と離職意向の

関連性について述べるべき根拠は存在していないの
である。換言すれば、今回の調査結果で明らかとな
った介護職員の勤務形態の圧倒的主流となっている
２交替制は、介護施設で暮らしている人の介護環境
や介護職員の身体的・精神的健康を考慮した上での
積極的採用とは言い切れず、夜勤の実態調査と並行
して夜勤形態別による介護職員の職務疲労度や職務
満足度、さらには夜勤後の休息満足度等を調査して
いく必要がある。
また、同じ夜勤業務に携わる看護師の勤務形態の

変遷をみることで、介護施設における介護職員の勤
務形態に考察を加えていきたい。

介護職に多い
「２交替夜勤」の改善を

今日、介護業務の改善が叫ばれ、各施設で効率化・省力化・合理化・一部

医療行為の介護職員への業務化・機械化の推進等が進められている。その中

で、日本医療労働組合連合会が「医療施設及び介護施設の夜勤実態調査」を

実施した。この一連の調査結果を概観した中で、私自身が関心を抱いた部分

に関して、簡単ではあるが感想を述べてみたい。

篠崎 良勝
しのざき よしかつ

八戸学院大学人間健康学部
准教授
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看護師の夜勤形態は、昭和末期から平成初期にか
けて「２交替制」による長時間勤務による医療安全
や看護師の健康へのリスクが指摘され、その後１９９２
（平成４）年６月に、「看護婦等の人材確保の促進
に関する法律（現在は「看護師等の人材確保の促進
に関する法律」に改称）」が施行されることによっ
て、夜勤形態の主流が「３交替制・変則３交替制」
へと移行した。言うまでもないことであるが、３交
替になれば雇用する看護師の数も増やさなければな
らない。
さらに２００６（平成１８）年４月の診療報酬改訂で「入

院患者７人に対し看護師１人」という手厚い配置を
した病院には入院基本料を上乗せする新基準が導入
され、その結果、看護師の奪い合いが発生し、さら
には介護分野における配置基準上の看護師や訪問看
護の拡充なども伴い、全国で看護師不足という現状
となっていった。
そのため各医療機関は、看護師を求人するための
労働条件（賃金・休日・福利厚生等）の大幅な見直
し等を行うことによって看護師を確保することに奔
走する。この結果、看護師の労働条件は改善し、特

に所得は拡大していくこととなる。また、所得が増
えるということにより看護師の職業的地位の向上も
図られたのは否定できない事実であろう。しかしな
がら、依然として解決策の見えない看護師不足は続
いている。このような流れの中で、看護師の勤務形
態が３交替から２交替への揺り戻しであることを考
えると、看護師の勤務形態における２交替制の増加
は、双六で言うところの『ふり出しに戻る』ではな
く、『深化した２交替制の試み』とも言えるのでは
ないだろうか。
つまり、看護師の勤務形態は３交替が理想だが、

労働条件を改善しても３交替に必要な看護師数が確
保できない病院が増えてきており、その結果、２交
替で行わざるを得ない病院も増加するという結果と
なっている。そこで、２交替の場合の長時間勤務に
よる医療安全や看護師の健康へのリスクをいかに抑
えていくかという研究も行われている。看護師の勤
務形態に関する先行研究を概観すると、「２交替制
と３交替制の勤務形態を疲労度の関係」「２交替制
と３交替制の勤務形態と医療事故の発生との相関」
「勤務形態と生活との両立」等、幅広く調査研究が

図１ 業態別夜勤形態
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実施されており、介護職員の勤務形態に関する調査
研究と比較しても確実に高いレベルでの調査研究が
行われていると言えよう。
幸いなことに、看護師の夜勤形態に関する先行研
究を紐解けば、介護職の２交替制の実態から浮かび
上がる課題の仮説（予測）は難しくはない。その仮
説をもとに設計したアンケート項目で介護施設に就
労している介護職員を対象としたアンケートを行う
ことで介護職員の労働環境の改善に働きかけていく
ことも十分可能なのではないだろうか。

連続勤務が常態化

２点目として、「夜勤明け翌日が勤務だった施設
の割合」に関してみると、今回調査した介護施設に
おける連続勤務は常態化していることが明らかにな
った。特に、小規模多機能型やグループホーム、短
期入所という介護施設においては８割を超えてい
る。もちろん、このような連続勤務がすべて労働基
準法違反となるわけではない。３６協定を含む労使協
定において、施設側（雇用者）と介護職員（労働者）
の間に、残業と連続した勤務シフトに関する同意が
成立していれば良いのだ。
しかし、夜勤明けの翌日が勤務という勤務形態は、
介護職員に身体的・精神的な負担を強いる働き方で

あることは明白である。
また、介護職員における非正規職員の割合と夜勤

明け翌日が勤務だった施設の割合を重ね合わせてみ
たところ、非正規職員の割合が高い介護施設では夜
勤明け翌日が勤務となっている割合が高いことが分
かる。しかし、非正規職員の割合の低い特別養護老
人ホームや老人保健施設においても夜勤明け翌日が
勤務だった割合が７割を超えていることを考える
と、先に述べたように、介護施設における夜勤明け
翌日が勤務となることは常態化しており、さらに非
常勤職員の割合が高い介護施設では夜勤明け翌日が
勤務となることがより顕著であると言えよう。
このような連続シフト勤務が直ちに違法とならな

いとはいえ、介護職員に大きな負担となることは間
違いなく、その繰り返しの結果、休職や離職を誘発
する一因となることは容易に想像できる。仮にこの
ような勤務により疲労やストレスが蓄積されたこと
が原因で、何らかの介護事故が起こったり、労働者
に健康上の問題が起こった場合は、勤務先である介
護施設側が労働環境に対しての配慮を行わなかった
として責任を追及される可能性もあると考えられ
る。
緊急事態と言えるような状況なら仕方ないが、恒

常的に連続勤務を命じるような介護施設には、やは
り問題があると指摘せざるを得ない。

表１ 夜勤明け翌日が勤務だった施設の割合

介護職員
における
非正規職
員の割合

施設総数
（Ａ）

夜勤明け
翌日勤務
があった
施設数
（Ｂ）

（Ｂ）÷
（Ａ）

特別養護老人ホ
ーム ２８．４％ １０件 ７件 ７０．０％

老人保健施設 １８．１％ ５７件 ４４件 ７７．２％

Ｇ Ｈ ４３．５％ １８件 １７件 ９４．４％

小規模多機能型
＆複合型 ６０．６％ １５件 １５件 １００．０％

短期入所 ４５．４％ １２件 １０件 ８３．３％

表２ 夜勤協定の有無

施設数 有 無 無回答
有の
割合

特別養護老人ホ
ーム １０件 ４件 ５件 １件 ４４．４％

老人保健施設 ５７件 ３９件 １２件 ６件 ７６．５％

Ｇ Ｈ １８件 ９件 ７件 ２件 ５６．３％

小規模多機能型
＆複合型 １５件 １０件 ３件 ２件 ７６．９％

短期入所 １２件 ５件 ６件 １件 ４５．５％

合 計 １１２件 ６７件 ３３件 １２件 ６７．０％

特別寄稿
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３点目として夜勤協定の有無に関しての調査結果
です。結果を概観すると、夜勤協定があると回答し
ている施設全体では６７．０％となっていることから、
３割を超える施設では「夜勤協定」が結ばれずにい
ることがわかる。「夜勤協定」とは、その名の通り、
夜勤を行なうにあたっての労働組合と使用者との間
の合意を文書に取りまとめたものであり、一般的に
１カ月当たりの夜勤回数の制限を定めるものであ
る。しかしながら、法律上「夜勤協定を締結しなけ
れば労働者を夜勤に従事させてはならない」という
定めはなく、労働契約に夜勤があることが含まれて
いれば、夜勤協定がなくても使用者は労働者を夜勤
に従事させることができる。
しかし、夜勤協定が締結された以上、それは「労
働協約」としての拘束力を持つため、使用者はその
内容を遵守する義務を負うことになり、そこに定め
られている内容は就業規則よりも優先される。つま
り、夜勤協定を締結することは介護職員の夜勤勤務

の環境を整える上では重要な意味があると言えよ
う。

夜勤に関する意識調査を

今回、日本医労連が実施した介護施設における夜
勤体制の実態調査は、先駆的なものであることと同
時に、介護現場における介護職員の夜勤勤務の形態
をまとめた意味では非常に意義がある。看護師の夜
勤勤務に関しては既に２０年以上前から議論や研究が
盛んに行われており、その結果看護師の夜勤勤務の
環境改善及び労働条件が徐々にではあるが改善さ
れ、看護師の地位の確立にも一役買っている。その
意味でも、介護職員の夜勤勤務の実態だけではなく、
介護職員の夜勤勤務に関する意識調査を今後は行う
ことで、効果的な介護職員の定着及び獲得対策を打
つことができるのではないかと考えている。

医 療 労 働１０



過酷な夜勤実態が浮き彫りに

昨年２月８日、長崎市の認知症高齢者グループホ
ームで、加湿器からの出火とみられる火災が発生し、
利用者１０人のうち４人が死亡するという悲劇が起き
ました。２００６年には長崎県大村市の認知症グループ
ホームで７人、２００８年は福島県いわき市で２人、２００９
年には群馬県渋川市で１０人、２０１０年には札幌市で７
人の方が、相次いで介護施設の火災事故で犠牲にな
りました。なぜ、こうした惨事が繰り返されるので
しょうか。長崎県と札幌市の火災事故で共通するの
は、夜勤職員が１人だったことと、スプリンクラー
を備えていなかったことです。夜勤職員が多く、ス
プリンクラーがあれば、命をもっと救えたかもしれ
ません。
長崎市での火災事故のあと、全労連は「介護施設
の安全性を担保する上でも、介護労働者の過度な負
担を軽減する上でも、介護施設の人員配置基準の引
き上げが求められている」として厚生労働省に要請
しました。そして日本医労連では、介護事業者や利
用者団体との懇談、消防庁との懇談をすすめ、改善
を求めてきました。
今回、医労連が行った「介護施設夜勤実態調査」
は時機にかなったものであり、介護職場の安心・安

全をめざす夜勤労働の改善への足がかりを提供する
ものです。調査では、夜勤形態で９２．８％の施設が２
交代夜勤となっており、しかも２交代夜勤の４分の
３が拘束時間１６時間以上となっています。長時間が
当たり前で、８割を超える施設では夜勤明けの翌日
に勤務が組まれているという実態も明らかにされま
した。４０～５０人の利用者に対して、２人体制で夜勤
をすることが常態化しており、休憩時には１人で多
数の利用者の責任を負わなければならないという過
酷な実態も明らかにされました。いまの介護保険制
度と介護報酬制度の枠組みでは、施設の改善も夜間
の職員の増員もむずかしいという実態におかれてい
ます。利用者にとっての安心・安全を提供するため
には、夜間の職員を増やし、防火設備を強化するな
ど、国の責任と介護報酬制度の抜本的な改定を求め
る運動が求められています。

極めて劣悪な労働実態と処遇

厚生労働省の介護保険事業状況調査（２０１３年９月
暫定報告）では要介護・要支援認定者数は５７６．２万
人にのぼっています。２０１２年度の介護サービス・事
業所調査では、介護保険制度における全国の施設・
事業所数は、極めて小規模な事業所を含めて２８．６万
カ所になっています。高齢者の増加に伴って介護事

安全・安心な介護事業と
介護労働者の人材確保を

根本 隆
ねもと たかし

全労連副議長
介護・ヘルパーネット世話人会代表

特別寄稿
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業は年々拡大し、介護職場で働く労働者も増大して
います。厚生労働省の２０１３年度「介護職員をめぐる
現状と人材の確保等の対策について」では、２０１０年
１０月段階の介護事業で働く労働者は１９５．７万人（う
ち介護労働者は１３３．４万）で、２０１２年は２１９万人（同
１４９万人）と推計されています。介護保険制度がス
タートした２０００年は８１万人（同５５万人）ですから、
２．７倍に増加しています。２０１０年１０月段階での介護
保険施設で働く労働者数は５０．２万人、居宅サービス
等では１４５．５万人とカウントされています。そのう
ち常勤で働く労働者は１２６．５万人、非常勤は６９．２万
人で、非常勤の割合は３５．４％となっています。非常
勤の割合は居宅サービス等で高く４１．３％を占め、介
護保険施設では１８．１％という水準です。
２０１２年度介護労働実態調査（政府の外郭団体であ
る介護労働安定センターの調査）によると、介護事
業で働く月給者の所定内賃金の平均は、２１万１，９００
円で、２０１２年賃金構造基本統計調査（政府調査）の
全産業の平均賃金２９万７，７００円と比べて８．６万円も低
い水準にあります。介護職員１９．３万円、訪問介護員
１８．４万円とさらに低い水準にあります。時給者の平
均時給は１，０７９円で、介護職員は９１０円、訪問介護員
は１，２０２円とさらに状況は悪化しています。介護労
働者の離職率は１７．０％で全産業平均１４．４％より高
く、常勤労働者では２３．４％で全産業平均の１１．３％の
２倍以上と異常な水準にあります。介護労働者の賃
金・労働条件は他産業と比べて著しく低い水準にあ
るため、介護労働者の定着率は極めて低い状態にあ
ります。

人材確保に苦しむ現場

介護労働実態調査では、「良質な人材の確保がむ
ずかしい」が５３．０％、「今の介護報酬では人材の確
保・定着のための賃金が払えない」が４６．４％を占め
ています。このように介護事業者は、介護制度の改
悪、介護報酬が抑制されるもとで、人材確保に苦し
んでいることが浮き彫りになっています。また介護
職員の個別調査では、「働き甲斐のある仕事だから」

が５４．９％を占める一方で、「仕事内容のわりに賃金
が低い」が４３．３％、「人手が足りない」が４２．４％も
占めています。この傾向は、以下の全労連のヘルパ
ーアンケート結果とも符合し、介護職員の人材確保
と処遇改善が、労働者と事業者の共通の願いである
ことが明らかになっています。それは当然にも「安
全・安心の介護を受けたい」という利用者の願いと
も合致します。

全労連の「ヘルパーアンケート」

２０１２年４月からの「改正」介護保険法の施行、介
護報酬改定、第５期介護保険事業計画が実施されま
した。そうしたもとで、居宅介護の現場の実態と問
題点を明らかにするために、全労連は「ヘルパーア
ンケート」に取り組みました。アンケートは、日本
医労連のみなさんをはじめ、自治労連、福祉保育労、
建交労、生協労連、全国一般の介護関係６単産と各
県労連を通して配布し、昨年２月までの取り組みで
３７都道府県から３，９８９人分を集約し、多くの直行直
帰型の登録ヘルパーからも協力いただきました。労
働組合を通じての集約だけでなく、事業所訪問や郵
送等で未組織の職場からも数多く寄せられました。
アンケート結果では、介護報酬改定が介護現場に

過酷な影響を及ぼしていることが明らかになりまし
た。利用者への訪問時間減、サービス減など、サー
ビスが時間内に終わらない。労働者の収入減、賃金
や労働条件などの悪化が広がるという事態が浮き彫
りになっています。社保協や民医連などが行った介
護事業所調査でも、利用者にとってのサービス減と
利用料の増加、事業所経営の困難さなどが明らかに
なっています。
全労連はいま、介護施設で働く労働者アンケート

に取り組み、医労連をはじめ多くのアンケートを集
約しています。「ヘルパーアンケート」と「介護施設で
働く労働者アンケート」とあわせ、医労連の取り組
んだ「介護施設夜勤実態調査」をもとに、厚生労働
省への要請等をすすめていきたいと考えています。

医 療 労 働１２



人材確保と処遇改善を求める
全国的な運動を

安倍政権は、公的介護・医療・年金・保育の諸制
度を大改悪していく手順を定めた「プログラム法案」
を、十分な審議がされないままに強行可決しました。
介護分野では、�要支援者を保険給付からはずして
自治体の事業に移す、�一定以上の所得者の利用料
を２割に引き上げる、�特養施設から要介護１・２
の人をしめだす、�施設の居住費・食費を軽減する、
�補足給付を縮小するなどの大改悪が列挙されてい
ます。７０～７４歳の医療費窓口負担の１割から２割へ
の引き上げや高額療養費の負担上限額引き上げなど
の医療改悪とあわせて、今年の通常国会に法案を提
出し、２０１５年度をめどに実施するとしています。
「持続可能な介護制度」の名の下に行おうとして
いる大改悪は、「給付抑制」と「負担増」を一層す
すめるものであり、介護事業の持続が困難になるば
かりでなく、利用者・家族や介護労働者に深刻な影
響を及ぼすことになります。とくに要支援者を保険
給付からはずすと、小規模な居宅介護支援事業所は
淘汰されてしまい、ホームヘルパーが大量に職を失
うこととなります。これでは、介護保険制度の当初
の理念であった「介護の社会化」はいっそう遠のい
てしまいます。
長年にわたり、医労連は「看護師をはじめとする
大幅増員と夜勤改善」を求める全国キャラバンに取
り組み、日本看護協会とも呼応して、「看護師等の
雇用の質の向上」のための取り組みとして、厚生労
働省から「５局長連名通知」「６局長連名通知」の
発出を実現しています。この実現は、看護師をはじ
めとして医療で働く労働者を数多く組織して、労働
者自らの全国的な運動を展開した力があったればこ
そだと思っています。
介護労働者の雇用と生活が安定するためには、労
働組合の組織化を進めなければなりませんが、新し
い事業分野であることと、極めて小規模な事業所が

多く困難を極めています。日本医労連をはじめ全労
連全体で組織化への努力をすすめていますが、まだ
２万人にも届いていません。組織化の決定的な遅れ
が、介護労働者の主体的なたたかいを形成できない
でいます。全労連では、いま全国で、組織化運動最
重点として「介護・ヘルパー分野」の集中的な取り
組みを進めています。各地の取り組みでは、地域の
事業所訪問で懇談を繰り広げ、記念講演会、スキル
アップや腰痛対策など介護労働者の要求にもとづい
た講座・研修会、交流会などを企画し、未組織職場
のなかまの参加を数多く実現しています。愛知では、
施設長から医労連共済への加入希望があり、２つの
事業所での組合結成・加盟といううれしいニュース
も届いています。
医労連は「介護労働者の人材確保と定着に関する

４つの提言」を出しています。
�介護の専門性を発揮できる賃金・労働条件の改
善。

�安心・安全の介護を提供できる大幅増員の実現。
�介護の質の向上をはかるために介護職員の養成と
定着、生涯教育の拡充を図る施策の推進。

�介護職員の人材確保、安全・安心の介護が提供で
きる介護報酬の大幅な引き上げ。
全労連では、介護労働者の組織化を大きな目的と

して、介護制度の改善と介護労働者の処遇改善を結
合した全国的なキャンペーン運動への準備を開始し
ました。この「４つの提言」は全国的なキャンペー
ン運動と合致するものと捉えています。介護労働者
の組織化と処遇改善をめざす取り組みは、「安全・
安心の介護」を受けたいという国民的な要求と一体
となって、労働者と利用者、事業者との共同のたた
かいに踏み出せる条件は十分にあると捉えることが
できます。
介護サービス利用者と家族が安心して暮らせるた

めに介護保険の改悪は中止し、介護制度の改善を進
めること。とりわけて、介護職場で働くすべての労
働者が生き生きと働けるよう、国の責任で処遇改善
に取り組むことを求めて運動をすすめていこうでは
ありませんか。

特別寄稿
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今後の運動にとって重要な調査

日本医労連はこのほど２０１３年介護施設夜勤実態調
査を実施し、１１２施設（１３６調査単位）から集約しま
した。対象施設は、介護老人福祉施設・介護老人保
健施設、グループホーム、小規模多機能施設などで
す。どの介護施設も、人手不足から生じている過酷
な労働実態や夜勤問題は山積しています。この間、
グループホーム等小規模入所施設での火災による死
亡事件が連続する中で、小規模介護施設でも調査が
実施できたことも今後の運動にとって重要です。

介護職場の夜勤実態を明らかに

日本医労連として、単独での介護施設の夜勤実態
調査の実施は初めてであり、回答施設の利用定員総
数は５，８５５床、職員総数３，３３６人、そのうち介護職員
総数２，４２８人です。現在、介護労働実態調査（「全
労連・介護ヘルパーネット」による）の取り組みを
進めていますが、介護労働者の総合的な労働実態の
現状と改善の課題とあわせ、夜勤実態を明らかにし
た今回の調査を活用し運動の前進につなげる構えで
す。忙しい業務と組合活動の中、ご協力くださった
皆様に心より感謝申し上げます。

依然として低い人員配置基準

日本医労連は、２００５年定期大会で介護労働者の組
織化と要求運動の前進をめざす方針を決定し、産業
別労働組合運動の本格的な取り組みを開始しまし
た。政府は、０７年８月に、社会的な介護労働者の人
材不足が叫ばれるなかで、１４年ぶりに人材確保指針
を見直し、「新人材確保指針（新しい「社会福祉事
業に従事する者の確保を図るための措置に関する基
本的な指針」）を告示しました。この新たな指針に
基づく形で、０９年には、低賃金実態の改善を目的と
した処遇改善交付金（前回報酬改定で加算金に）、
「介護従事者の人材確保・処遇改善」のためのいく
つかの介護報酬上の加算が新設されました。これら
は運動の反映であり、貴重な前進ですが、依然とし
て人員配置の最低基準は利用者３人に対し１人のま
ま据え置かれ、働き続けられる職場づくりと、安全
安心の介護提供体制への改善が阻まれています。

過酷な夜勤の原因は人員不足

今回の調査結果から、改めて介護施設の人員不足
に起因する過酷な夜勤労働の実態が明らかになりま
した。９割以上が２交替制による長時間夜勤労働を

介護施設の人員不足を
解消し、過酷な夜勤
実態の改善を

原 英彦
はら ひでひこ

日本医労連書記次長
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強いられ、夜間帯は、介護労働者は１人で利用者２０
人もの利用者の排せつ介助や体位交換などのケアに
忙しく走り回っています。夜勤回数は、２交替で４
回を超える労働者が３割以上もあり、２交替夜勤が
明けた翌日も、人員体制がなく連続して勤務してい
る実態も浮かび上がっています。こういった実態は、
小規模介護施設であるグループホームや小規模多機
能施設では、非正規職員がほぼ同数であるため、い
っそう深刻です。
増員・夜勤規制の運動が急務です。夜勤は月８日
以内を定めた看護職員確保法を守らせる運動をはじ
め、介護職場ではたらく労働者の健康を守り、安全
安心の介護を提供できる職場づくりが求められてい
ます。

増員で夜勤改善を実現しよう

日本医労連は、「介護労働者の人材確保と定着に
関する提言～介護労働者不足などの諸問題を解決

し、国民の願いに応える介護提供体制を確立するた
めに～（２０１２年８月）」を発表し、�介護の専門性
が発揮できる賃金・労働条件に改善を、�安全、安
心の介護の提供が可能になる大幅増員の実現を、�
介護の質の向上をはかるための介護労働者の養成と
定着、生涯教育の拡充を図る施策の推進を、�介護
労働者の人材を確保し安全、安心の介護の提供を可
能にする介護報酬の大幅な引き上げ――の４つの柱
の政策要求をかかげ増員・夜勤改善を訴えていま
す。
「新人材確保指針」では、すでに「人材確保の方

策」として、政府が行うべき具体的な改善項目が提
示され、必要な人材確保対策を「使用者、国、自治
体等に対し求める」として、具体化を促しています。
したがって、わたしたちは、今回の調査を通じ、現
状の深刻な実態を告発するとともに、新人材確保指
針の具体化による抜本的な改善措置の実施を財政措
置も含めた政府の責任で進めるよう強く求め、ひき
つづき運動に取り組む決意です。

特別寄稿
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１ 調査対象（施設調査）

２ 調査目的と内容

３ 対象時期

４ 調査単位

５ 集約数

介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、グループホーム（ＧＨ）、小規模多機能施設、複合型施

設、短期入所施設。

介護施設の夜勤の実態を把握するため、各施設の夜勤体制・夜勤回数・夜間利用者数、夜勤協定の

有無等を調査。

２０１３年６月実績を調査。調査期間は６月～１０月上旬。

施設の形態が多様なため、施設・フロアー・ユニットの３類型からの選択とした。

１１２の施設から回答が寄せられ、調査単位としては１３６の集約となった。

２０１３年
介護施設夜勤実態調査結果

医 療 労 働１６



調査の概要

介護施設における夜勤労働の実態には多くの問題
がありますが、その実態について調査が実施された
ことはありませんでした。
介護施設が抱える多くの問題を改善していくため
に夜勤改善は欠かせない要素であり、そのために夜
勤の実態を把握することは重要な課題でした。

■心身の疲労は想像以上

介護現場は医療と同様に２４時間３６５日休まず稼働
しており、当然のことながら夜間勤務を実施する職
場が存在します。今回の調査では、その多くの施設
で２交替制の長時間夜勤となっていることがデータ
として明らかになりました。また、介護施設の夜勤
では職員１人あたりの利用者（患者）の人数は平均
で３０人近くに及ぶことも明らかになり、その心身の
疲労度は想像以上に過酷なものとなっています。
また、人員不足が深刻となる中で、夜勤明けの翌
日が勤務となっている事や、そもそも夜勤協定が結
ばれていない施設が約３割にも上ることなど、これ
まで把握されてこなかった多くの実態が明らかにな
りました。

■事業形態による違いが顕著

今回の調査を通じて、一口に介護施設といっても
制度の要件や建物の構造、そこで働く職員や利用者
の状況など、事業形態等によって違いが大きく、今
後、調査を継続していくためには、調査項目等を再
度見直していく必要がある事も課題として浮き彫り
になりました。
今回の調査では、詳細に及んで調査・分析するこ
とはできませんでしたが、基本的な項目についての
実態を把握することができました。何よりも、日本
医労連として介護施設単独で夜勤実態調査を全国規
模で実施できたことは、介護分野での運動の前進に
とって大きな一歩となりました。

２０１３年介護施設夜勤実態調査結果
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業 態 施設数 調査単位数

特 養 １０ １６

老 健 ５７ ７０

Ｇ Ｈ １８ ２２

小規模多機能 １３ １３

複 合 型 ２ ２

短 期 入 所 １２ １３

合 計 数 １１２ １３６

性 格 施設数 調査単位数

全 国 組 合 ２９ ３５

民 医 連 ６７ ８０

一 般 １０ １４

自 治 体 ２ ２

精 神 １ １

福 祉 ３ ４

合 計 数 １１２ １３６

１ 調査結果件数

今回の調査では、１１２施設、１３６調査単位から回答
がありました。
介護施設には病院と同様に一施設に複数のフロア
・ユニットを有する施設から、小規模多機能施設の
ように一施設に一つのフロア・ユニットしかない施
設、さらには一施設で複数の業態が入っている施設
（特養と短期入所）まで、施設の構造・形態が多様
なため、回答単位（調査単位）を施設・フロア・ユ
ニットとし、いずれかの類型で回答してもらいまし
た。そのため、集計の際の母数を調査単位としてい
る場合には上述した３つの類型が混在した集計結果
となっていることにご留意ください。

２ 性格別集計数

回答の組合性格別の内訳では、民医連が半数以上
となっています。医労連に加盟する介護系の組合の
多数は民医連となっており、実状を反映した集約結
果となっています。
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加盟組織 施設数 調査単位数

全 厚 労 ２７ ３１

健 保 労 組 ２ ４

北 海 道 １ １

青 森 ３ ３

岩 手 １ ３

宮 城 ２ ３

山 形 ６ ７

埼 玉 １ ２

新 潟 ６ ８

山 梨 ４ ４

長 野 ７ ７

東 京 １５ １７

富 山 １ １

石 川 ６ ９

静 岡 ５ ５

愛 知 ２ ２

京 都 １ １

大 阪 １ １

兵 庫 １ １

和 歌 山 １ １

鳥 取 ２ ２

島 根 １ １

岡 山 ５ ６

香 川 １ １

愛 媛 ３ ３

福 岡 ３ ７

長 崎 ４ ５

合 計 数 １１２ １３６

介護
職員数

看護
職員数 その他 総職員数

総 数 ２，４２８ ６６８ ２４０ ３，３３６

（うち男性数） ６５５ ３４ ７０ ７５９

妊 娠 者 数 ３０ ３ １ ３４

産 休 者 数 １３ ２ １５

育 休 者 数 ２６ ５ ３ ３４

育児短時間
取 得 者 数 ５ ３ １ ９

介 護 休 暇
取 得 者 数 １ １

病 欠 者 数 ２０ １５ １ ３６

割

合

妊 娠 者 数 １．７％ ０．５％ ０．６％ １．３％

産 休 者 数 ０．７％ １．２％ ０．６％

育 休 者 数 １．５％ ０．８％ １．８％ １．３％

育児短時間
取 得 者 数 ０．３％ ０．５％ ０．６％ ０．３％

介 護 休 暇
取 得 者 数 ０．１％ ０．０％

病 欠 者 数 １．１％ ２．４％ ０．６％ １．４％

３ 加盟組織別集計数

回答の組織別の内訳は以下のとおりとなっていま
す。
全厚労の２７施設を最多に東京、長野、山形、新潟、
石川など２７組織（２全国組合２５県医労連）から回答
が寄せられました。

４ 勤務者総数

１．基礎項目

今回の調査を実施した施設に勤務する職員は、介
護職員２，４２８名（７２．８％）、看護職員６６８名（２０．０％）、
事務職員などその他職員２４０名（７．２％）で、合計３，３３６
名となっています。男性職員の割合は７５９名で全体
で２割強、介護職員における男性職員の割合は
２７．０％となっています。
また、妊娠者は全体の約２％、産休・育休の取得
者も２．２％と、女性が多い職場にもかかわらず、出
産・育児に関わる諸制度を利用している職員がほと
んどいないという結果になっています。
さらに、介護休暇に至っては全体で制度を利用し
ている職員は１名という実態となっています。
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業 態

職 員 体 制
合計
人数

介護職員 看護職員 その他
正規
職員

非正規
職員 派遣等 介護

職員計
正規
職員

非正規
職員 派遣等 看護

職員計
正規
職員

非正規
職員 派遣等 その他

職員計

特 養 ２３４．０人 ９８．０人 ３３２．０人 ２０．０人 ５．０人 ２５．０人 ６．０人 ６．０人 ３６３

老 健 １２６７．０人２８４．５人 ６．０人１５５７．５人４７１．０人 ８５．０人 ５５６．０人１０４．０人 ２９．０人 ３．０人１３６．０人 ２２４９．５

Ｇ Ｈ １３９．０人１０７．０人 ２４６．０人 １．０人 １．０人 ２．０人 ２４８

小規模
多機能 ４８．０人 ６６．０人 １１４．０人 ３．０人 １２．５人 １５．５人 ４．０人 ５．５人 ９．５人 １３９

複合型 ６．０人 １０．０人 １６．０人 １６

短 期
入 所 １０３．０人 ８４．０人 １８７．０人 １７．０人 １６．０人 ３３．０人 ５．０人 ４．０人 ９．０人 ２２９

合 計 １７９７．０人６４９．５人 ６．０人２４５２．５人５１２．０人１１９．５人 ６３１．５人１１９．０人 ３８．５人 ３．０人１６０．５人 ３２４４．５

※正規＋非正規と計が合わないのは、内訳の記載がない回答があったため

業 態
体制構成 割 合

介護要員看護要員 その他 正規職員 非正規
職 員

特 養 ９１．５％ ６．９％ １．７％ ７１．６％ ２８．４％

老 健 ６９．２％ ２４．７％ ６．０％ ８１．９％ １８．１％

Ｇ Ｈ ９９．２％ ０．８％ ５６．５％ ４３．５％

小規模多
機 能 ８２．０％ １１．２％ ６．８％ ３９．６％ ６０．４％

複 合 型１００．０％ ３７．５％ ６２．５％

短期入所 ８１．７％ １４．４％ ３．９％ ５４．６％ ４５．４％

合 計 ７５．６％ １９．５％ ４．９％ ７４．８％ ２５．２％

２．各業態の職員体制及び就業形態

� 正規職員と非正規職員の割合（人数）

各業態の職種別および就業形態別の職員数は下図の通りです。
職種別の職員構成では、特養とＧＨ、複合型サービス施設で介護職の割合が
９割以上となっています（複合型サービス施設が１００％となっているのは、訪
看ＳＴとの連携型であるためと思われます）。一方で、老健、短期入所、小規
模多機能施設では看護師の割合が１割を超えており、医療と介護の中間施設と
して位置付けられている老健では４分の１が看護師となっています。

� 正規職員と非正規職員の割合（％）

正規職員と非正規職員の割合は全体では正：非＝
３：１となっていますが、ＧＨや短期入所ではほぼ
１：１、小規模多機能施設や複合型サービス施設で
は２：３となっており、地域密着事業（ＧＨ、小規
模多機能施設、複合型サービス施設）で非正規比率
が高くなっています。
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業 態
調査
単位数

平均利用者数（人）

無回答
平均
利用者
総数

調査単位
あたりの
平均
利用者数

１０未満１０～２０未満
２０～
３０未満

３０～
４０未満

４０～
５０未満

５０～
６０未満

６０～
７０未満

７０～
８０未満

８０～
９０未満

９０～
１００未満

１００
以上

特 養 １６ ５ ３ ３ １ ２ １ １ ５７９．６人 ３６．２人

老 健 ７０ ２ ５ ７ １６ １０ ２ ９ ２ １２ ２ ３ ４０４５．５人 ６０．４人

Ｇ Ｈ ２２ １６ ４ ２ ２６３．０人 １２．０人

小規模多機能 １３ １ １２ ５５．４人 ４．３人

複合型 ２ ２ ４．５人 ２．３人

短期入所 １３ ３ ５ ４ １ ３４４．５人 ２６．５人

合 計 １３６ １７ ２８ １５ １４ １８ １２ ２ １０ ２ １２ ３ ３ ５２９２．５人 ３８．９人

「１：1.5」未満
14.4％

「１：3.0」～　
「１：3.5」未満 6.3％

「１：1.5」～　
　「１：2.0」未満

29.7%

「１：2.0」～　
　「１：2.5」未満

31.5%

「１：2.5」～
　「１：3.0」未満

18.0％

※非正規職員は０．７人に換算

業 態
有効回答
施設数

職員比率（対利用者）

「１：１．５」
未満

「１：１．５」～
「１：２．０」未満

「１：２．０」～
「１：２．５」未満

「１：２．５」～
「１：３．０」未満

「１：３．０」～
「１：３．５」未満

特 養 １０ １ ６ ２ １

老 健 ５６ １ ２０ ２４ １０ １

Ｇ Ｈ １８ １５ ３

小規模多機能 １３ ５ ５ ２ １

複合型 ２ １ １

短期入所 １２ ３ ３ ５ １

合 計 １１１ ２５ ３８ ３３ １３ ２

注）非正規職員の常勤換算については、
介護労働安定センター「平成２４年度介護労働実態調査」
の「月給の者」と「時給の者」の平均労働時間を
参考としました。

対利用者職員比率（全体）

５ 平均利用者の分布

各調査単位の規模は下記のとおりです。
回答単位を調査単位（施設・フロア・ユニット）としたため、規模が平均利
用者数１０名未満から１００名以上まで幅広い回答状況となっています。小規模多
機能施設及び複合型サービス施設については、通所の登録定員別に集計してい
ます。

６ 対利用者の職員比率

業態別に職員数（介護職員＋看護職員＋その他職員）と利用者数の比率を集
計しました。集計の結果、約６割の施設で職員：利用者＝１：２．０よりも手厚
い体制となっていることがわかりました。とりわけＧＨではすべての施設で、
特養や小規模多機能施設でも７割を超える施設が１：２．０よりも手厚い体制と
なっています。
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平均
利用者
総数

認知症
利用者数

要医療行為
利用者数

特 養 ５９６．４人５６１．０人 ９４．１％ ８７．０人 １４．６％

老 健 ４０４５．５人２２２７．４人 ５５．１％７２２．０人 １７．８％

Ｇ Ｈ ２６３．０人２６３．０人１００．０％ ３．０人 １．１％

小規模多機能
（※） ３２．２人１８４．０人 １１．０人

複合型
（※） ４．５人 １３．０人 ４．０人

短期入所 ３２７．７人２８３．８人 ８６．６％ ８７．０人 ２６．５％

合 計 ５２９２．５人３５０７．２人 ６６．３％９１４．０人 １７．３％

※小規模＆複合型の平均利用者総数は泊りの利用者の総数

業 態

調
査
単
位
数

平均介護度（調査単位）
無

回

答

平

均

～

２．５
未満

２．５～

３．０
未満

３．０～

３．５
未満

３．５～

４．０
未満

４．０～

４．５
未満

４．５
以上～

特 養 １６ １ １ ７ ７ ３．９

老 健 ７０ ２ ３ ２４ ２２ ９ １ ９ ３．５

Ｇ Ｈ ２２ ５ ５ ６ ５ １ ３．０

小規模
多機能 １３ ４ ５ ２ １ １ ２．６

複合型 ２ １ １ ２．８

短期入所 １３ １ １ ３ ５ １ ２ ３．４

７ 業態別平均利用者数の総数および認知症利用者数・要医療行為利用者数

利用者に占める認知症利用者および要医療行為利
用者の数を集計しました。
認知症利用者の数は全体で３，５０７名（６６．３％）と

なっています。入所待機者が４２万人を超える特養で
は９割を超えており、優先入所によって認知症利用
者等が優先的に入所している実態を表していると言
えます。また、限られた人員の中で労働実態そのも
のが過酷になっていることが推測できます。
要医療行為利用者の数は全体で９１４名（１７．３％）

となっています。業態別に見ると老健で１７．８％、短
期入所で２６．５％となっています。病院から在宅への
転換がすすめられるなかで、中間施設である老健や
在宅サービスである短期入所で要医療行為利用者の
割合が高くなっています。

※優先入所とは

特養の入所待ち（待機者）が多数ある中で、入所の必要性が高いと認められる利用者を優先的に
入所させる仕組み。必要性を判断する基準はそれぞれの保険者（市町村）によって差異があります。

８ 平均介護度別の調査単位の分布

利用者の平均介護度別に施設（調査単位）の分布
を集計しました。
特養で３．９と平均値が高くなっていますが、これ
も、特養不足による優先入所のシステムが影響して
いると考えられます。一方で、入所施設と異なり、
通いを基本とする小規模多機能施設や複合型サービ
ス施設では、利用者の介護度も低くなっています。
共同で日常生活を営むグループホームでは４分の
１の施設で介護度３．５以上となっており、介護職員
の負担が大きくなっていることが推測されます。
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※非正規職員は０．７人と換算 ※上段：介護職員 中段：看護職員 下段：全職員（その他の職員を含む）

平 均
介護度

平均利用者数
～１０
未満

１０～２０
未満

２０～
３０未満

３０～
４０未満

４０～
５０未満

５０～
６０未満

６０～
７０未満

７０～
８０未満

８０～
９０未満

９０～
１００未満

１００～
１１０未満

２．５未満

２．５～
３．０未満

９．０人
２．０人
１１．０人

３．０～
３．５未満

１１．１人
２．０人
１３．３人

３．５～
４．０未満

８．６人 ９．１人 １８．０人 ２０．１人 ８４．６人
１．３人 １．５人 ２．３人 ２．９人 ５．７人
９．９人 １０．６人 ２０．３人 ２３．０人 ９０．３人

４．０～
４．５未満

７．８人 １４．７人 １６．８人 ２１．５人 ２８．１人
２．０人 １．４人 ２．７人 ２．０人
９．８人 １６．１人 ２２．０人 ２４．５人 ２８．１人

４．５以上

※非正規職員は０．７人と換算 ※上段：介護職員 中段：看護職員 下段：全職員（その他の職員を含む）

平 均
介護度

平均利用者数
～１０
未満

１０～２０
未満

２０～
３０未満

３０～
４０未満

４０～
５０未満

５０～
６０未満

６０～
７０未満

７０～
８０未満

８０～
９０未満

９０～
１００未満

１００～
１１０未満

２．５未満
１３．２人 ３１．０人
１．０人 １２．１人
１４．２人 ５１．８人

２．５～
３．０未満

１７．７人 １８．５人 ２９．９人
７．０人 ６．０人 ７．０人
２５．７人 ２４．５人 ３６．９人

３．０～
３．５未満

７．４人 １５．４人 １４．８人 １９．４人 ２５．７人 ２５．４人 ３６．４人 ３１．８人
１．４人 ４．７人 ５．４人 ５．８人 ９．０人 ８．６人 １０．２人 １２．４人
１２．８人 ２０．１人 ２１．６人 ２５．５人 ３４．７人 ３４．０人 ５４．５人 ４４．２人

３．５～
４．０未満

９．８人 １１．１人 １５．９人 １６．８人 ２２．１人 ２６．２人 ３３．６人 ３２．５人
２．９人 ４．７人 ５．４人 ６．１人 １１．２人 １１．１人 １０．３人 ９．４人
１２．７人 １９．２人 ２１．６人 ２２．９人 ３３．６人 ４１．０人 ４８．０人 ５５．３人

４．０～
４．５未満

３．４人 ９．０人 ２０．０人 １８．６人 ２０．４人
６．０人 ７．０人 ８．１人 ８．６人
１１．４人 １６．０人 ２０．０人 ３０．０人 ２９．７人

４．５以上
１８．０人
１３．５人
３１．５人

注）非正規職員の常勤換算については、
介護労働安定センター「平成２４年度介護労働実態調査」
の「月給の者」と「時給の者」の平均労働時間を
参考としました。

９ 平均介護度別・平均利用者数別職員体制の分布（調査単位）

平均介護度および平均利用者数と職員体制との関係を集計しました。これを
見ると利用者数と職員体制には相関関係が見受けられるものの、要介護度と職
員体制には関係性が見らませんでした。国が定める人員配置基準が利用者数の
みに着目し、要介護度や認知症の有無等、入所者の状態を反映できる仕組みに
なっていない事がデータとしても明確に出ています。

１．特養

２．老健

２０１３年介護施設夜勤実態調査結果
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※非正規職員は０．７人と換算 ※上段：介護職員 中段：看護職員 下段：全職員（その他の職員を含む）

平 均
介護度

平均利用者数
～１０
未満

１０～
２０未満

２０～
３０未満

３０～
４０未満

４０～
５０未満

５０～
６０未満

６０～
７０未満

７０～
８０未満

８０～
９０未満

９０～
１００未満

１００～
１１０未満

２．５未満
７．８人 １７．６人

７．８人 １７．６人

２．５～
３．０未満

７．７人 １４．６人

７．７人 １４．６人

３．０～
３．５未満

６．９人 １３．６人

６．９人 １３．６人

３．５～
４．０未満

７．９人 ９．１人 ２４．０人
０．６人
８．５人 ９．１人 ２４．０人

４．０～
４．５未満

７．７人

７．７人

４．５以上

※非正規職員は０．７人と換算 ※上段：介護職員 中段：看護職員 下段：全職員（その他の職員を含む）

平 均
介護度

定員数（※施設の特性上、通所の定員数毎に集計）
５～
１０未満

１０～
２０未満

２０～
３０未満

３０～
４０未満

４０～
５０未満

５０～
６０未満

６０～
７０未満

７０～
８０未満

８０～
９０未満

９０～
１００未満

１００～
１１０未満

２．５未満
７．０人
１．０人
８．４人

２．５～
３．０未満

７．１人
１．０人
８．６人

３．０～
３．５未満

７．６人 ７．９人
０．７人
８．３人 ７．９人

３．５～
４．０未満

４．０～
４．５未満

５．７人
０．４人
７．２人

４．５以上

※非正規職員は０．７人と換算 ※上段：介護職員 中段：看護職員 下段：全職員（その他の職員を含む）

平 均
介護度

平均利用者数
～１０
未満

１０～
２０未満

２０～
３０未満

３０～
４０未満

４０～
５０未満

５０～
６０未満

６０～
７０未満

７０～
８０未満

８０～
９０未満

９０～
１００未満

１００～
１１０未満

２．５未満
１３．３人

１３．３人

２．５～
３．０未満

１０．７人

１０．７人

３．０～
３．５未満

１１．１人 １２．７人
１．７人 ３．５人
１４．５人 １７．２人

３．５～
４．０未満

８．５人 １６．６人 １５．０人
３．０人 ２．９人 ２．１人
１３．１人 １９．５人 １７．１人

４．０～
４．５未満

１３．８人

１３．８人

４．５以上

３．ＧＨ

４．小規模＆複合型

５．短期入所

医 療 労 働２４



特 養 有 効
回 答
施設数
（n）

定員の
平 均
（人）

人員体制（平均）

合計介護職員（人） 看護職員（人） その他（人）

定 員 正規
職員

非正規
職員 派遣等 介護

職員計
正 規
職員

非正規
職員 派遣等 看護

職員計
正規
職員

非正規
職員 派遣等 その他職員計

２０～
３０未満 １ ２９．０人 ７．０人１１．０人 １８．０人 ２．０人 ２．０人 ２０．０人

３０～
４０未満 ２ ３９．０人１１．５人 ８．０人 １９．５人 ２．５人 ０．５人 ３．０人 ２．５人 ２．５人２５．０人

４０～
５０未満 ３ ４０．７人１７．０人 ４．３人 ２１．３人 １．７人 １．７人 ０．３人 ０．３人２３．３人

５０～
６０未満
６０～
７０未満
７０～
８０未満
８０～
９０未満 ２ ８７．５人２９．５人 ７．０人 ３６．５人 ３６．５人

９０～
１００未満
１００以上
～ ２ １１４．０人５２．０人２２．５人 ７４．５人 ５．０人 １．０人 ６．０人 ８０．５人

全 体 １０ ６３．２人２４．４人 ９．９人 ３４．３人 ２．０人 ０．５人 ２．５人 ０．６人 ０．６人３７．４人

老健 有効
回答
施設数

定員の
平 均
（人）

人員体制（平均）

合計介護職員（人） 看護職員（人） その他（人）

定員 正規
職員

非正規
職員 派遣等 介護

職員計
正規
職員

非正規
職員 派遣等 看護

職員計
正規
職員

非正規
職員 派遣等 その他職員計

１０～
２０未満 １ １９．０人 ２．０人 ２．０人 ４．０人 ６．０人 ６．０人 ２．０人 ２．０人１２．０人

２０～
３０未満 ３ ２９．０人 ７．０人 ２．８人 ９．８人 ３．７人 １．３人 ５．０人 １．３人 １．３人１６．１人

３０～
４０未満
４０～
５０未満 ３ ４３．７人１１．７人 １．３人 ０．７人１３．７人 ４．３人 １．３人 ５．７人 ２．０人 ２．７人 ０．３人 ５．０人２４．４人

５０～
６０未満 ６ ５１．０人１５．３人 ６．５人 ２１．８人 ５．８人 ２．０人 ７．８人 ０．３人 ０．３人 ０．７人３０．３人

６０～
７０未満 ５ ６０．０人１３．８人 ４．２人 １８．０人 ６．４人 ２．０人 ８．４人 ２．４人 ２．４人２８．８人

７０～
８０未満 ２ ７５．５人１５．０人１６．５人 ３１．５人 ７．０人 ３．５人 １０．５人 ４２．０人

８０～
９０未満 １１ ８０．３人２２．５人 ５．０人 ２７．５人 ９．２人 ０．５人 ９．６人 １．０人 １．０人３８．１人

９０～
１００未満 ４ ９５．５人２６．０人 ６．５人 １．０人３３．５人１０．０人 ２．５人 １２．５人 ６．０人 ０．５人 ６．５人５２．５人

１００～ ２１ １０１．０人３０．６人 ４．３人 ３４．９人１０．０人 １．５人 １１．５人 ２．６人 ０．２人 ０．１人 ３．０人４９．４人

全体 ５６ ７８．２人２２．２人 ５．０人 ０．１人２７．３人 ８．３人 １．５人 ９．７人 １．９人 ０．５人 ０．１人 ２．４人３９．４人

１０ 定員規模別の非正規職員割合（施設単位）

利用定員と職員体制および非正規職員の割合との関係を集計しました。各業
態とも定員規模が大きくなるにつれて非正規職員の割合は低くなる傾向にあり
ます。また、業態別に見ると、ＧＨや小規模多機能施設、複合型サービス施設
で非正規職員の割合が高くなっています。

１．特養

２．老健

２０１３年介護施設夜勤実態調査結果
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GH 有 効
回 答
施 設
数

定員の
平 均
（人）

人員体制（平均）

合計介護職員（人） 看護職員（人） その他（人）

定員 正規
職員

非正規
職員 派遣等 介護

職員計
正規
職員

非正規
職員 派遣等 看護

職員計
正規
職員

非正規
職員 派遣等 その他職員計

１０未満 ８ ８．５人 ４．１人 ５．３人 ９．４人 ０．１人 ０．１人 ９．５人

１０～
２０未満 ８ １７．６人 ９．６人 ５．９人 １５．５人 ０．１人 ０．１人 １５．６人

２０～
３０未満 ２ ２７．０人１４．５人 ９．０人 ２３．５人 ２３．５人

全体 １８ １４．６人 ７．７人 ５．９人 １３．７人 ０．１人 ０．１人 ０．１人 １３．８人

※定員は登録定員
小規模
多機能
＆複合型

有 効
回 答
施 設
数

定員の
平 均
（人）

人員体制（平均）

合計介護職員（人） 看護職員（人） その他（人）

定員 正規
職員

非正規
職員 派遣等 介護

職員計
正規
職員

非正規
職員 派遣等 看護

職員計
正規
職員

非正規
職員 派遣等 その他職員計

１０未満

１０～
２０未満 １ １８．０人 ２．０人 ８．０人 １０．０人 １．０人 １．０人 １１．０人

２０～
３０未満 １４ ２４．４人 ３．７人 ４．９人 ８．６人 ０．２人 ０．８人 １．０人 ０．３人 ０．４人 ０．７人１０．３人

全 体 １５ ２３．９人 ３．６人 ５．１人 ８．７人 ０．２人 ０．８人 １．０人 ０．３人 ０．４人 ０．６人１０．３人

短期
入所

有 効
回 答
施 設
数

定員の
平 均
（人）

人員体制（平均）

合計介護職員（人） 看護職員（人） その他（人）

定員 正規
職員

非正規
職員 派遣等 介護

職員計
正規
職員

非正規
職員 派遣等 看護

職員計
正規
職員

非正規
職員 派遣等 その他職員計

１０～
２０未満 １ １７．０人 ７．０人 ９．０人 １６．０人 １６．０人

２０～
３０未満 ４ ２１．８人 ６．３人 ５．０人 １１．３人 １．８人 ０．３人 ２．０人 ０．８人 ０．３人 １．０人１４．３人

３０～
４０未満 ４ ３５．０人 ８．０人 ８．３人 １６．３人 ２．３人 ０．８人 ３．０人 ０．８人 ０．８人２０．１人

４０～
５０未満 ３ ４２．０人 ９．７人 ７．０人 １６．７人 ０．３人 ４．０人 ４．３人 ０．７人 ０．７人２１．７人

全 体 １２ ３０．８人 ７．８人 ６．９人 １４．７人 １．４人 １．３人 ２．８人 ０．４人 ０．３人 ０．８人１８．２人

３．ＧＨ

４．小規模多機能＆複合型

５．短期入所

医 療 労 働２６



特 養 有効
回答
調査
単位数

平均
利用者数
の
平均値

勤務配置（平均）
平均
人数
合計

早 出
早出
人数

日 勤
日勤
人数

遅 出
遅出
人数平均利用

者数（人）
介護
職員

看護
職員 その他 介護

職員
看護
職員 その他 介護

職員
看護
職員 その他

１０～
２０未満 ５ １７．１人 １．４人 １．４人 １．７人 ０．５人 ２．２人 １．６人 ２．０人 ５．２人

２０～
３０未満 ２ ２０．０人 ２．０人 ２．０人 １．５人 １．０人 ２．５人 ２．０人 ２．０人 ６．５人

３０～
４０未満 ３ ３２．８人 ２．０人 ２．０人 ４．３人 １．３人 １．７人 ７．３人 ２．０人 ２．０人１１．３人

４０～
５０未満 １ ４０．０人 ４．０人 ４．０人 ２．０人 １．０人 ３．０人 ４．０人 ４．０人１１．０人

５０～
６０未満 ２ ５２．０人 ２．０人 ０．５人 ３．０人 ５．０人 １．５人 ８．０人 ３．０人 ０．５人 ４．０人１５．０人

６０～
７０未満
７０～
８０未満 １ ７４．８人 ４．０人 ４．０人 ３．０人 ３．０人 ４．０人 ４．０人１１．０人

１００～ １ １０８．０人２１．９人 １．０人 ２２．９人 ４．０人 １．０人 ５．０人１９．９人 １．０人 ２０．９人４８．５人

全体
平均 １４ ３８．６人 ３．６人 ０．１人 ３．７人 ３．１人 ０．９人 ０．４人 ４．４人 ３．７人 ０．１人 ３．８人１１．９人

老 健 有効
回答
調査
単位数

平均
利用者数
の
平均値

勤務配置（平均）
平均
人数
合計

早 出
早出
人数

日 勤
日勤
人数

遅 出
遅出
人数平均利用

者数（人）
介護
職員

看護
職員 その他 介護

職員
看護
職員 その他 介護

職員
看護
職員 その他

１０～
２０未満 ２ １６．５人 １．０人 ０．５人 １．５人 ０．８人 １．９人 １．７人 ０．５人 ０．５人 ３．７人

２０～
３０未満 ４ ２７．８人 １．０人 １．０人 １．５人 ２．１人 １．０人 ４．６人 １．３人 １．３人 ６．９人

３０～
４０未満 ６ ３７．３人 １．４人 ０．２人 １．６人 ３．５人 １．７人 ０．３人 ５．５人 １．７人 ０．３人 ２．０人 ８．６人

４０～
５０未満 １５ ４５．６人 １．８人 ０．２人 ２．０人 ３．１人 １．６人 ０．２人 ４．９人 １．８人 ０．１人 １．９人 ８．８人

５０～
６０未満 ８ ５６．８人 １．６人 ０．１人 １．７人 ４．５人 ３．１人 ０．４人 ８．０人 １．４人 ０．１人 １．５人１１．２人

５５～
６５未満 ２ ６２．９人 ２．５人 ０．５人 ３．０人 ６．０人 ２．０人 ８．０人 １．５人 ０．５人 ２．０人１３．０人

７０～
８０未満 ５ ７３．６人 ３．２人 ０．４人 ３．６人 ３．６人 ２．８人 ０．４人 ６．８人 ３．４人 ０．４人 ３．８人１４．２人

８０～
９０未満 ２ ８７．４人 ４．０人 ０．３人 ４．３人 ８．０人 ４．０人 １２．０人 １．０人 ０．３人 １．３人１７．６人

９０～
１００未満 １２ ９４．９人 ２．９人 ０．６人 ３．５人 ９．１人 ３．３人 ２．７人１５．１人 ３．１人 ０．４人 ３．５人２２．１人

１００～ ２ １０１．３人 ４．５人 ０．５人 ５．０人１０．０人 ３．０人 １３．０人 ４．０人 ４．０人２２．０人

全体
平均 ５８ ６０．６人 ２．２人 ０．３人 ２．５人 ４．９人 ２．５人 ０．８人 ８．２人 ２．１人 ０．２人 ２．３人１３．０人

１１ 平均利用者数別勤務配置（調査単位）

平均利用者数別に１日の勤務配置（早出・日勤・遅出）の平均を集計しまし
た。介護施設では日勤帯でも早・遅などの変則勤務が通常となっています。実
際には早出・遅出・日勤それぞれのシフトにおいても、利用者の生活実態に合
わせてさらに細分化された複数のシフトがあることも稀ではなく、夜勤と併せ
て不規則な勤務シフトが強いられています。特養やＧＨでは日勤と早出・遅出
のシフトがほぼ同数で配置されています。通所が中心となっている小規模多機
能施設や複合型サービス施設では日勤を中心にした配置になっています。

１．特養

２．老健

２０１３年介護施設夜勤実態調査結果
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ＧＨ 有効
回答
調査
単位数

平均
利用者数
の
平均値

勤務配置（平均）
平均
人数
合計

早 出
早出
人数

日 勤
日勤
人数

遅 出
遅出
人数平均利用

者数（人）
介護
職員

看護
職員 その他 介護

職員
看護
職員 その他 介護

職員
看護
職員 その他

～
１０未満 １６ ８．８人 １．０人 １．０人 １．１人 ０．１人 １．１人 １．０人 １．０人 ３．１人

１０～
２０未満 ４ １７．３人 １．８人 １．８人 ２．０人 ２．０人 １．８人 １．８人 ５．５人

２０～
３０未満 ２ ２７．０人 ３．０人 ３．０人 ２．３人 ２．１人 ３．０人 ３．０人 ８．３人

全体
平均 ２２ １２．０人 １．３人 １．３人 １．４人 １．４人 １．３人 １．３人 ４．１人

小規模多機
能＆複合型

有効
回答
調査
単位数

平均
利用者数
の
平均値

勤務配置（平均）
平均
人数
合計

早 出
早出
人数

日 勤
日勤
人数

遅 出
遅出
人数平均利用

者数（人）
介護
職員

看護
職員 その他 介護

職員
看護
職員 その他 介護

職員
看護
職員 その他

～
１０未満 １ ９．０人 ３．７人 ３．７人 ３．７人

１０～
２０未満 １２ １４．５人 ０．９人 ０．９人 ４．２人 １．１人 ０．４人 ５．７人 １．４人 １．４人 ８．０人

全体
平均 １３ １４．１人 ０．８人 ０．８人 ４．２人 １．０人 ０．４人 ５．６人 １．３人 １．３人 ７．７人

短 期
入 所

有効
回答
調査
単位数

平均
利用者数
の
平均値

勤務配置（平均）
平均
人数
合計

早 出
早出
人数

日 勤
日勤
人数

遅 出
遅出
人数平均利用

者数（人）
介護
職員

看護
職員 その他 介護

職員
看護
職員 その他 介護

職員
看護
職員 その他

１０～
２０未満 ３ １７．３人 ０．７人 ０．７人 ３．３人 ０．３人 ３．６人 ０．７人 ０．７人 ５．０人

２０～
３０未満 ５ ２１．９人 １．６人 １．６人 ２．８人 ０．６人 ０．６人 ４．０人 １．６人 １．６人 ７．２人

３０～
４０未満 ４ ３５．８人 ２．０人 ０．３人 ２．３人 ４．０人 １．３人 ０．５人 ５．８人 ２．０人 ２．０人１０．１人

４０～
５０未満 １ ４０．０人 ２．０人 ２．０人 ３．０人 １．０人 ４．０人 ２．０人 ２．０人 ８．０人

全体
平均 １３ ２６．５人 １．５人 ０．１人 １．６人 ３．３人 ０．７人 ０．５人 ４．５人 １．５人 １．５人 ７．６人

３．ＧＨ

４．小規模多機能＆複合型

５．短期入所

医 療 労 働２８



2交替2交替2交替
92.892.8％92.8％

当直と３交
替の混合
0.9％

0.9％

変則３交替
0.9％

３交替
4.4％

２交替と３
交替の混合

３交替 ２交替
２交替と

３交替の混合
当直と

３交替の混合
変則３交替

５ １０４ １ １ １

夜勤形態の比率（施設単位）

2交替2交替2交替
91.991.9％91.9％

当直と
３交替の混合
0.7％

変則３交替
1.5％

３交替
5.9％

３交替 ２交替
当直と

３交替の混合
変則３交替

８ １２５ １ ２

夜勤形態の比率（調査単位）

１２ 夜勤形態

各施設の夜勤形態に関する集計結果になります。
夜勤形態の比率では、回答のあった１１２施設のうち１０４施設（９２．８％）が２交

替夜勤となっており、医療施設の１３．２％（２０１３年医療施設の夜勤実態調査）を
大きく上回る実態となっています。また、２交替夜勤を実施している施設の４
分の３が拘束時間１６時間以上と回答しています。
一方で、３交替（「２交替・当直との混合」含む）を実施している施設は８
施設（７．１％）となっています。
この調査結果は、全国の介護施設の夜勤実態の傾向を示していると考えられ
ます。介護施設では長時間夜勤が当たり前になっていることが改めて明らかに
なりました。

１．施設単位での集計

２．調査単位での集計

２０１３年介護施設夜勤実態調査結果

医 療 労 働２９



0 20 40 60 80 100（％）

短期入所

小規模多機能
＆複合型

Ｇ　Ｈ

老　健

特　養

25.0％ 66.7％ 8.3％

40.0％ 60.0％

22.2％ 77.8％

8.88.8％8.8％
1.81.8％1.8％

15.8％ 73.7％

10.010.0％10.0％ 60.0％ 30.0％

３交替
変則３交替

３交替と２交替の混合

２交替（16時間未満） ２交替（16時間以上） 当直と３交替

業 態 ①３交替
②変則
３交替

③３交替と
２交替の混合

④２交替
（１６時間未満）

⑤２交替
（１６時間以上）

⑥当直
と２交替

⑦当直
⑧当直と
３交替

無回答 合 計

特 養 １ ６ ３ １０

老 健 ５ １ ９ ４２ ５７

Ｇ Ｈ ４ １４ １８

小規模多機能
＆複合型 ６ ９ １５

短期入所 ３ ８ １ １２

合 計 ５ １ １ ２８ ７６ １ １１２

３．業態別夜勤形態（施設単位）

業態別に夜勤の形態を見てみるとＧＨや小規模多機能施設など小規模の事業
所では全ての施設で２交替夜勤となっています。
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老 健 有効
回答
調査
単位数

平均
利用者数の
平均（人）

夜勤配置（カッコ数字は深夜のみの配置） 平均
夜勤
配置平 均

利用者数 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人

２０～
３０未満

３０～
４０未満 ２ ３６．６人 （２） １ １ ５．０人

４０～
５０未満 ５ ４３．９人 （５） ４ １ ４．４人

５０～
６０未満

６０～
７０未満

７０～
８０未満 １ ７５．０人 （１） １ ４．０人

短期入所 有効
回答調査
単位数

平均
利用者数の
平均（人）

夜勤配置（カッコ数字は深夜のみの配置） 平均
夜勤
配置平均利用者数 １人 ２人 ３人 ４人

１０未満

１０～２０未満 １ １６．８ （１） １ ２．０人

２０～３０未満

１３ 平均利用者数別の夜勤配置（調査単位）

介護施設の夜勤配置については、特養と短期入所で施設の利用者総数に応じ
た配置基準があるものの、利用者の状態や施設の構造には触れておらず、介護
の実態とはかけ離れた基準となっています（４０ページ資料参照）。また、老健
や地域密着事業施設（ＧＨや小規模多機能施設、複合型サービス施設）では利
用者総数ともかけ離れた基準となっています。夜間帯といえども、排泄介助や
体位交換などの必要なケアはあるため、少数で多数の利用者に対応しなければ
なりません。介護職員の過重負担だけでなく、火災災害などを含めた利用者の
安全性においても問題があると言えます。
調査結果からは、４０人～５０人の利用者に対して２人体制で夜勤をすることが

常態となっており、１人が休憩に入っている時間帯は、もう１人の職員が全て
の利用者に対応しなければならないという過酷な夜勤実態が明らかになってい
ます。さらに、ＧＨや小規模多機能施設等では１人夜勤が制度的に可能となっ
ているため、休憩すらまともに取れない夜勤が行われています。

３交替夜勤

※３交替の場合の夜勤配置は準夜＋深夜

１．老健

ほとんどの施設で準夜帯
と深夜帯を合わせて４人と
なっています。利用者数に
応じた基準がないため、７５
人の利用者に対しても、夜
間帯は２人で対応している
実態となっています。

２．短期入所

準夜帯と深夜帯を合わせ
て２人となっており、それ
ぞれの時間帯では１人夜勤
が実態となっています。

２０１３年介護施設夜勤実態調査結果
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※当直・待機は除く

特 養 有効
回答調査
単位数

平均
利用者数の
平均（人）

夜 勤 配 置 平均
夜勤
配置平均利用者数 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人

１０未満

１０～２０未満 ５ １７．１人 ５ １．０人

２０～３０未満 ３ ２３．０人 ２ １ １．３人

３０～４０未満 ３ ３２．８人 ３ ２．０人

４０～５０未満 １ ４０．０人 １ ２．０人

５０～６０未満 ２ ５２．０人 １ ２．０人

６０～７０未満

７０～８０未満 １ ７４．８人 １ ２．０人

８０～９０未満

９０～１００未満

１００以上 １ １０８．０人 １ ６．０人

※当直・待機は除く

老 健 有効
回答調査
単位数

平均
利用者数の
平均（人）

夜勤配置（小数が発生するのは、NSが複数フロアを兼務するため） 平均
夜勤
配置平均利用者数 １人 ２人 ２．５人 ３人 ３．５人 ４人 ４．５人 ５人 ５．５人 ６人

１０未満

１０～２０未満 ２ １６．５人 １ １ １．５人

２０～３０未満 ４ ２８．０人 １ ３ １．８人

３０～４０未満 ４ ３７．７人 ３ １ ２．１人

４０～５０未満 １１ ４６．５人 ５ ２ ４ ２．５人

５０～６０未満 ９ ５６．３人 １ ８ ２．９人

６０～７０未満 ２ ６２．９人 ２ ３．０人

７０～８０未満 ８ ７４．８人 ４ ４ ３．５人

８０～９０未満 ２ ８７．４人 １ １ ４．５人

９０～１００未満 １２ ９４．９人 １ ６ ４ １ ４．４人

１００以上 ２ １０１．３人 ２ ５．０人

２交替夜勤

１．特養

ほぼ全ての調査単位で夜勤配置は２人以下となっており、利用者数３０人未満
の調査単位では、ほとんどが１人夜勤の実態となっています。

２．老健

２交替夜勤を実施している老健では、半数以上が最低基準（２人）を上回る
配置をしているものの、平均の配置数は３．１人（加重平均）となっています。
老健の夜勤の職員配置要件は「２人以上」としかなっていないため、同じ規
模でも配置が施設まかせになっています。
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※当直・待機は除く

G H
有効回答
調査単位数

平均
利用者数の
平均（人）

夜勤配置 平均
夜勤
配置平均宿泊者数 １人 ２人 ２．５人 ３人

１０未満 １６ ８．８人 １６ １．０人

１０～２０未満 ４ １７．３人 １ ３ １．８人

２０～３０未満 ２ ２７．０人 ２ ３．０人

※当直・待機は除く ※小規模・複合型は平均宿泊者数で

小規模多機能
＆複合型 有効回答

調査単位数
定員の平均
（人）

夜勤配置 平均
夜勤
配置泊り定員 １人 ２人

１０未満 １５ ２．４人 １５ １．０人

１０～２０未満

２０～３０未満

※当直・待機は除く

短期入所
有効回答
調査単位数

平均利用者数
の平均（人）

夜勤配置 平均
夜勤
配置平均利用者数 １人 ２人

１０未満

１０～２０未満 ２ １７．６人 １ １ １．５人

２０～３０未満 ５ ２１．９人 ２ ３ １．６人

３０～４０未満 ３ ３６．９人 ３ ２．０人

４０～５０未満 １ ４０．０人 １ ２．０人

５０～６０未満

３．ＧＨ

ＧＨでは夜間の介護職員の配置基準が改正され、１ユニット（利用定員９名）
に１名以上となり、調査結果もほぼ同様の結果となっています。しかし、「当
直扱い」や「２ユニットに１名以上」が「ましになった」だけであり、依然と
して１人夜勤がまかり通るなど職員にとって過酷な基準となっています。

４．小規模多機能施設＆複合型サービス施設

小規模多機能施設・複合型サービス施設でも
１人夜勤が実態となっています。また、利用者
のニーズによって泊まりのある日とない日があ
るため、急な泊りの依頼への対応で日勤者がそ
のまま夜勤に入るといった問題も抱える業態に
なっています。

５．短期入所

平均利用者数が３０未満の規模の施設では、夜
勤配置が１人と２人で二分されています。

２０１３年介護施設夜勤実態調査結果
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(人)
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老健

短期入所

夜勤加算あり

調査
単位数

４日迄 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日上 合計
平均
夜勤
日数

最多
夜勤
日数

夜勤
専門

特 養

老 健 ９ ３０人 ２３人 ２４人 ３９人 ３６人 ６人 １５８人 ６．３日 ９日

Ｇ Ｈ

小規模＆
複合

短期入所 ２ ５人 ２人 ５人 ４人 １６人 ７．５日 ９日

夜勤加算※ ６ ２６人 ２１人 １５人 ２９人 １２人 ４人 １０７人 ５．９日 ９日

※全業態で夜勤にかかわる加算の取得が「有」の調査単位

１４ 夜勤日数

１．３交替

９割以上の職員が８日以内の夜勤日数におさまっており、最多夜勤日数も９
日となっています。夜勤加算を取得している調査単位は６ありますが、夜勤日
数への影響はあまり見られません。
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0.5～2.5回 3～3.5回 4～4.5回 5～5.5回 6～6.5回 7～7.5回 8～8.5回 9～9.5回 10回以上
0

100

200

300

400

500

600

700

老健

夜勤加算
特養

短期入所

小規模多機能

GH

調査
単位
数

２回
迄

２．５
回

３
回

３．５
回

４
回

４．５
回

５
回

５．５
回

６
回

６．５
回

７
回

７．５
回

８
回

８．５
回

９
回

９．５
回
１０回
以上 合計

平均
夜勤
回数

最多
夜勤
回数

夜勤
専門

特養 １６１２人 ２３人 ９１人 ８人６６人 ４人１５人 ２人 １人 ２２２人４．３回１３回 ８人

老健 ６１９１人２１人２９８人６８人６３７人２９人２１３人 ５人３９人 ９人１３人 ３５人 ８人 １６人１４８２人４．１回１２回１７人

ＧＨ ２２ ９人 ２人１３人 ４人７０人１２人４９人 ５人２３人 １人 ３人 １人 １人 １９３人４．５回 ９回 ７人

小規模
＆複合 １５２５人 １人２３人 ３人２５人 ２人 ３人 １人 ８３人３．２回 ６回 ２人

短期
入所 １１１０人 １１人 ４人３６人１７人３５人 ２人 ６人 ４人 １２５人４．３回 ７回 ６人

夜勤
加算※ ５９６３人１３人２２４人５５人５１９人３６人２１７人 ９人５４人 ９人１７人 ３５人 ８人 １７人１２７６人４．２回１３回２２人

※全業態で夜勤加算にかかわる加算の取得が「有」の調査単位

２．２交替

夜勤が４回を超える職員は６２８名にものぼり全体の３割を占めています。６２８
名のうち、夜勤加算を取っている調査単位の職員は６割以上を占めており、夜
勤加算を取得している職場の夜勤回数が多くなっているという結果が出ていま
す。夜勤体制を厚くすることを評価する夜勤加算は利用者にとって望ましい加
算となっていますが、加算率が不十分なため加算の取得が増員につながらず夜
勤回数の増加という職員への負担に転嫁されていると推測できます。
また、平均夜勤回数も「小規模＆複合型」を除き、４回を超えるという実態
になっています。

２０１３年介護施設夜勤実態調査結果
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有
67.0％無

33.0％

施設数 有 無 無回答
有の
割合

特 養 １０ ４ ５ １ ４４．４％

老 健 ５７ ３９ １２ ６ ７６．５％

Ｇ Ｈ １８ ９ ７ ２ ５６．３％

小規模多機能 １３ ８ ３ ２ ７２．７％

複合型 ２ ２ １００．０％

短期入所 １２ ５ ６ １ ４５．５％

合 計 １１２ ６７ ３３ １２ ６７．０％

割 合 ６７．０％ ３３．０％

夜勤協定の有無

３交替職場の夜勤協定の回数

３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 無回答 合計 平均 ９日
以上

特 養 １ １ ５日

老 健 ３ ３ ８日

Ｇ Ｈ

小規模＆複合

短期入所

合 計 １ ３ ４ ７．３日

２交替職場の夜勤協定の回数

３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 無回答 合計 平均 ５回
以上

特 養 ２ １ ３ ５．８回 ３

老 健 １３ ８ １２ ３ ３６ ４．１回 ２０

Ｇ Ｈ ５ ２ １ １ ９ ４．５回 ３

小規模＆複合 ５ ３ ２ １０ ４．４回 ３

短期入所 ４ １ ５ ４．２回 １

合 計 ２７ １６ １ １３ ６ ６３ ５．３回 ３０

１５ 夜勤協定の有無

１．夜勤協定の有無

回答のあった１００施設のうち、３割強の施設で夜
勤協定がないという結果になりました。
また、あると回答した６７施設のうち、協定回数が
８日（２交替の場合、４回）を超える施設は３４施設
（５０．７％）となっており、介護職員の夜勤規制が不
十分となっている実態が示されました。

２．３交替職場の夜勤協定の回数（施設単位）

３交替夜勤（２交替夜勤との混合含む）を
実施している７施設（５７．１％）のうち、夜勤
協定を締結している施設は４施設となってお
り、いずれも「８日以内」の協定となってい
ます。

３．２交替職場の夜勤協定の回数

（施設単位）

２交替夜勤を実施している１０４
施設のうち、夜勤協定を締結して
いる施設は６３施設（６０．６％）とな
っています。協定回数の回答があ
った５７施設のうち、協定回数が５
回以上となっている施設が３０施設
（５２．６％）もあり、協定で「月４回
以内」が守られている施設は全体
（１０４施設）の４分の１にとどまっ
ていることが明らかになりまし
た。
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (％)

特養

有

無

老健

GH

短期入所

75.075.0％75.0％ 12.5％

65.765.7％65.7％ 12.9％

13.613.6％13.6％ 77.3％

30.830.8％30.8％ 53.8％

業 態
調 査
単 位 数

夜勤に関わる加算の取得（調査単位） 割合（調査単位）

有 無 無回答 有 無

特 養 １６ １２ ２ ２ ７５．０％ １２．５％

老 健 ７０ ４６ ９ １５ ６５．７％ １２．９％

Ｇ Ｈ ２２ ３ １７ ２ １３．６％ ７７．３％

小規模多機能 １３ １２ １ 夜勤加算自体なし

複 合 型 ２ ２ 夜勤加算自体なし

短 期 入 所 １３ ４ ７ ２ ３０．８％ ５３．８％

夜勤加算の有無

無　12.9% 有　87.1%

１２時間以上の勤務間隔の有無

有 無 無回答 合計

特 養 ８ ８９％ １ １１％ １ １０

老 健 ４３ ８４％ ８ １６％ ６ ５７

Ｇ Ｈ １５ ９４％ １ ６％ ２ １８

小規模＆複合 １３ １００％ ２ １５

短 期 入 所 ９ ７５％ ３ ２５％ １２

施 設 数 ８８ １３ １１ １１２

割 合 ８７．１％ １２．９％

１２時間以上あるか

１６ 夜勤に関わる加算の取得

夜勤加算の取得については、特養と老健で高い取得率となっています。ＧＨ
での取得率が約１４％と低くなっている背景には、費用対効果（収益）が著しく
アンバランスになっていることが理由として考えられます。

１７ １２時間以上の勤務間隔の有無（施設単位）

勤務と勤務の間隔が１２時間以上有るかどうかについて集計しました。
勤務間隔については、９割近くの施設で「有」との回答となっていますが、
短期入所で「無」が２５％と高くなっています。

２０１３年介護施設夜勤実態調査結果
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調査
単位
数

夜間救急対応

付き添い
回数割合

業 態

回答のあった
調査単位数（A）

総回数（B）

回答のあっ
た調査単位
の平均回数
（B/A）

最 大
（回 数）

救急
対応

付き
添い

１日
最高

救急
対応

付き
添い

救急
対応

付き
添い

救急
対応

付き
添い

１日
最高

特 養 １６ ３ １ １ ６ ３ ２．０ ３．０ ４ ３ １ ２．０回に１回

老 健 ７０ １７ １０ １４ ３１ １８ １．８ １．８ ５ ５ ２ １．７回に１回

Ｇ Ｈ ２２

小規模多機能 １３ ２ ２ ２ １．０ １ １

複 合 型 ２

短期入所 １３ ２ ２ ２ ３４ １４ １７．０７．０ ３０ １０ ２ ２．４回に１回

（施設単位）

業 態
施設数
（n）

夜勤明け
翌日勤務
があった
施設数
（c）

夜勤明け
翌日勤務
の延べ日
数（B）

延べ日数
の回答が
あった施
設数（A）

夜勤明け
翌日勤務
の日数平
均（B/A）

回 数 の
最 大
（回）

夜勤明け
勤務が有
る施設の
割合
（c/n）

特 養 １０ ７ １４５ ４ ３６．３ １０６ ７０．０％

老 健 ５７ ４４ １６０ １１ １６．０ ６０ ７７．２％

Ｇ Ｈ １８ １７ ３０ ７ ４．３ １０ ９４．４％

小規模多機
能＆複合型 １５ １５ １０ ７ １．４ ３ １００．０％

短 期
入 所 １２ １０ ２７ ６ ４．５ ８ ８３．３％

合 計 １１２ ９３ ３７２ ３５ １０．６ １０６ ８３．０％

１８ 夜間救急対応

夜間救急や付き添い（病院へ
の搬送）が発生した回数等につ
いて調査しました。
介護施設での夜間の救急対応
は医療機関と異なり施設内で対
応できません。病院への搬送が
必要となる場合などは、その後
の夜勤にも多大な影響があり、
職員にとっては大きな負荷とな
ります。
救急対応が「有」とした回答
数は少なかったものの、２割弱
の調査単位で回答がありまし
た。
老健では４分の１に相当する
調査単位で救急対応が発生して
おり、１．７回に１回の割合で付
き添いが発生しています。

１９ 夜勤明け翌日が勤務だった回数（施設単位）

夜勤労働は通常の勤務以上に負担の多い
業務であり、とりわけ２交替長時間夜勤で
は、勤務明けの翌日を休日にする傾向があ
ります。しかし、調査では８割を超える施
設で夜勤明けの翌日に勤務が組まれてお
り、ＧＨや小規模多機能施設等の小規模事
業所でその傾向が強くなっていることがわ
かりました。
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各業態の夜勤加算と要件
業態 加算名 要件 加算単位 備考 １カ月当たりの金額（１単位 円）

特養

夜勤職員配置加算（Ⅰ）イ 夜勤の介護または看護職員をプ
ラス１人配置

夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ 夜勤の介護または看護職員をプ
ラス２人配置

夜勤職員配置加算（Ⅱ）イ 夜勤の介護または看護職員をプ
ラス１人配置
ユニット型を算定

夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ 夜勤の介護または看護職員をプ
ラス２人配置
ユニット型を算定

老健 夜勤職員配置加算

（1）老健および短期入所療養介

増すごとに1人以上配置、かつ、
2人を超えていること。
（2）

ごとに1人以上配置、かつ、1
人を超えていること。

（1）また
は（2）の
要件をク
リア

GH
夜間ケア加算（Ⅰ） 1ユニットで夜勤の介護または

看護職員をプラス1人配置

夜間ケア加算（Ⅱ） 2ユニットで夜勤の介護または
看護職員をプラス1人配置

短期入所
夜勤職員配置加算（Ⅰ） 夜勤の介護または看護職員をプ

ラス１人配置

夜勤職員配置加算（Ⅱ）
夜勤の介護または看護職員をプ
ラス１人配置
ユニット型を算定

各業態の夜勤の職員配置要件
業態 施設形態 利用者数 配置職員 配置数 備考

特養 通常型 介護職員又は看護職員

1名以上
2名以上
3名以上
4名以上

5名以上
1名を加えて得た数以上の人員

ユニット型 2つのユニット毎 介護職員又は看護職員 1名以上

老健
通常型 指定なし 介護職員又は看護職員 2名以上 緊急の連絡体制を整備している

介護療養（転換）型 して得た数以上
GH 1ユニットごとに配置 夜勤を行う介護従事者 1名以上

小規模多機能
＆

複合型
特に指定なし 夜勤を行う介護従事者 1名以上

小規模多機能施設及び複合型サ
ービス施設の宿泊の最大定員は
9名

短期入所
生活介護

単独型 介護職員又は看護職員

1名以上
2名以上
3名以上
4名以上

5名以上 1名を加えて得た数以上の人員
を配置

単独型ユニット型 2つのユニット毎 介護職員又は看護職員 1名以上

併設型（※）
「単独型」の「利用者の数」を「短期入所の利用者の
数及び特別養護老人ホームの入所者の数の合計数」
に読み替え、以下「単独型」と同じ。

（※）特別養護老人ホームの全部
又は一部の入居者に利用されて
いない居室を利用して短期入所
の事業を行うもの。
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